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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律等の運用について（昭

和六十一年五月二十七日蔵計第一四九二号）

平成１８年１１月１日現在

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０５号。以

下「昭和６０年改正法」という。）附則及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正

する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５６号。以下「経過

措置政令」という。）の規定の運用について別紙のとおり定めたので通知する。

［別紙］

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律等の運用について

昭和６０年改正法附則第９条関係

１ この条の規定により施行日前の期間に係る標準報酬の月額を計算する場合におい

ては、この条第２項に規定する補正率を乗じて得た額に円位未満の端数があるとき

は、その端数について四捨五入を行うものとする。

２ 昭和４７年３月３１日以前に退職した者（実在職期間が最短年金年限以上である

者に限る。）で施行日前に年金額改定法第４条の６第４項（年金額改定法第５条の

６第３項及び第６条第３項において準用する場合を含む。）において準用する年金

額改定法第１条の６第３項の規定及び改正前の特例政令第１６条第８項の規定（以

下この項において「７０歳俸給年額改定規定」という。）の適用を受けていないも

のについてこの条第３項の規定により施行日前の期間に係る標準報酬の月額を計算

する場合において、その者が７０歳に達したとき、又はその者に係る遺族共済年金

の受給権者が妻、子若しくは孫であるとき、若しくは当該遺族共済年金の受給権者

（妻、子若しくは孫を除く。）が７０歳に達したときは、その組合員であつた者が

受給権を有していた年金の額の算定の基礎となつている昭和６０年俸給年額は、そ

の者が施行日の前日において７０歳に達していたものとみなして７０歳俸給年額改

定規定の例により算定した額とする。

経過措置政令第３条関係

この条第１項に規定する昭和５６年４月１日以後の各月において掛金の標準とな

るべき俸給の額を計算する場合においては、一般職の職員の給与に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う国家公務員等共済組合法施行令附則第６条の２の規

定の適用について（昭和６１年１月４日付蔵計第３２号）の例によるものとする。

経過措置政令第４条関係

１ 施行日前に退職した者でその退職が二回以上あるものについて、昭和６０年改正

法附則第９条第３項及び第４項並びに経過措置政令第４条の規定により、平均標準

報酬月額を計算する場合においては、その退職のそれぞれについて行うものとする。

ただし、経過措置政令第５条第２項の規定により、旧共済法による年金の額の算定

の基礎となつている期間に係る平均標準報酬月額については、当該年金の額の算定

の基礎となつている期間を基礎として計算するものとする。

２ この条第３項に規定する掛金の標準となるべき俸給の額を計算する場合において
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、その額の計算が困難である場合には、その者が退職前に所属していた組合におけ

る現職組合員の俸給の額の引上げの措置等を参酌した合理的な方法によることがで

きるものとする。

経過措置政令第６条関係

この条第４項の規定により運営規則で仮定俸給の額を定める場合には、その者の

休職等の事由が消滅して職務に復帰した場合等において講じられた俸給の調整の際

における措置にならい、当該休職等の期間について人事院規則九－八（初任給、昇

格、昇給等の基準）第４４条第１項に規定する調整期間に応じて定期昇給が行われ

ていたとしたならばその者が当該期間内において受けるべきであつた俸給の額を基

準として定めるものとする。

昭和６０年改正法附則第１１条関係

新共済法第７４条第２項等の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年

金の職域加算額若しくは遺族共済年金の職域加算額又は昭和６０年改正法附則第１

１条第４項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金、通算退職年

金若しくは通算退職年金の二分の一に相当する額を支給する場合において、これら

の支給額に１００円未満の端数があるときは、これを１００円単位に四捨五入する

ものとする。

昭和６０年改正法附則第１８条関係

この条に規定する昭和５４年改正前の共済法第８０条第３項に規定する退職一時

金及び昭和５４年改正前の旧公企体共済法第５４条第５項の規定による退職一時金

には、昭和３６年４月１日前に給付事由が生じた退職一時金が含まれるものとする。

昭和６０年改正法附則第２０条関係

施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金の受給権を有しない者が６０

歳に到達した場合等には、退職共済年金を支給することとなるが、この場合には、

その者が受給権を有していた通算退職年金は、当該退職共済年金の受給権を取得し

た日において消滅したものとして取り扱うものとする。

昭和６０年改正法附則第２１条関係

１ この条第１項の規定により、その者が施行日の前日に退職したとしたならば受け

ることができた退職年金の額をもつて退職共済年金の額とする場合において、退職

年金の額に相当する額を算定する場合には、次に定めるところによるものとする。

イ 当該退職年金の額の算定の基礎となる俸給年額、恩給俸給年額及び旧法俸給年

額については、昭和６１年３月３１日に退職したとしたならばその者が受けるこ

とができた退職年金の額の算定の基礎となるべき俸給年額、恩給俸給年額及び旧

法俸給年額とすること。

ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となる組合員期間は、昭和６１年３月３１日ま

での旧共済法による組合員期間とすること。

従つて、団体組合員期間等旧共済法において通算措置が講じられていなかつた

期間については、その額の算定の基礎とはならないものであること。

ハ 老齢加算等その者の年齢による加算等に関する旧共済法の規定は、昭和６１年

３月３１日の年齢ではなく、その者が退職した日における年齢により適用するこ
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と。

また、その者が退職後に６０歳等旧共済法の規定により年金の額を改定するこ

ととされていた年齢に達した場合には、その者は昭和６１年３月３１日において

その年齢であつたものとみなして、その達した日の属する月の翌月分以後当該退

職共済年金の額を改定すること。

２ 新施行法第１０条第３項又は第４項の規定の適用を受ける者についてこの条第１

項の規定により、その者が施行日の前日に退職したとしたならば受けることができ

た退職年金の額をもつて退職共済年金の額とする場合においては、その者が旧施行

法の規定により支給を受けることができた退職年金の額に相当する額をもつて新施

行法第１０条第３項又は第４項の規定により支給を受ける年金の額とする。

昭和６０年改正法附則第２２条関係

経過措置政令第１７条関係

昭和６０年以前に退職した者について新共済法による年金が昭和６３年６月ま

でに給付事由が生じた場合においても、新共済法による所得制限は、同年７月分

までは行わないものとして取り扱うものとする。

昭和６０年改正法附則第２６条関係

経過措置政令第２１条関係

この条第１項の規定により障害年金の額に相当する額を算定する場合には、昭

和６０年改正法附則第２１条関係１の例によるものとする。

昭和６０年改正法附則第２７条関係

新共済法第８８条第１項第２号の規定による遺族共済年金は、施行日前に退職し

た者が退職後５年以内に組合員である間の傷病により死亡した場合についても適用

があるものとする。

この場合においては、特段の反証がない限り、組合員である間に療養の給付又は

療養費の支給を行わなかつた傷病により死亡した場合は、組合員である間の傷病に

よつて死亡したものとはしないものとする。

昭和６０年改正法附則第３０条関係

この条第２項の規定により施行日の前日において死亡したとしたならば支給を受

けることができた遺族年金の額をもつて、遺族共済年金の額とする場合において、

当該遺族年金の額に相当する額を算定する場合においては、次に定めるところによ

るものとする。

イ 当該遺族年金の額の算定の基礎となる俸給年額、恩給俸給年額及び旧法俸給年

額については、昭和６１年３月３１日に死亡したとしたならばその者が受けるこ

とができた遺族年金の額の算定の基礎となるべき俸給年額、恩給俸給年額及び旧

法俸給年額とすること。

ロ 当該遺族年金の額の算定の基礎となる組合員期間は、昭和６１年３月３１まで

の旧共済法による組合員期間とすること。

従つて、団体組合員期間等旧共済法において通算措置が講じられていなかつた

期間については、その額の算定の基礎とはならないものであること。

ハ 老齢加算等その者の年齢による加算等に関する旧共済法の規定の例による場合
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には、その年齢については、昭和６１年３月３１日における年齢ではなく、組合

員又は組合員であつた者が死亡した日における年齢によること。

また、その遺族が遺族共済年金の支給事由が生じた後に６０歳等旧共済法に規

定する年齢に達した場合には、その者は昭和６１年３月３１日においてその年齢

であつたものとみなして、旧共済法の規定の例により当該遺族共済年金の額を改

定すること。

ニ 遺族加給、寡婦加算等遺族である子の数等に応じた加算の額を計算する場合に

おける当該遺族である子の状況等については、その者が死亡したときにおける遺

族の状況に応じて計算することとするが、これらの加給の額については、施行日

の前日における額によること。

昭和６０年改正法附則第４３条関係

この条の規定により障害年金の増進改定又は減退改定を行う場合においては、当

該改定後の障害年金の額は、その者が施行日の前日において当該改定後において該

当する程度の障害の状態であつたとしたならば同日において受けることができた障

害年金の額について昭和６０年改正法附則第４２条の規定の例により改定するもの

とした場合の額とする。

この場合においては、同条第３項に規定する施行日の前日における障害年金の額

は、その者が同日において当該改定後において該当する程度の障害の状態であつた

としたならば同日において受けることができた障害年金の額とする。

昭和６０年改正法附則第４５条関係

１ この条第３項の規定においてなおその効力を有することとされた旧施行法第１５

条第２項及び第３項、第１７条の２並びに第１８条の規定を適用する場合において

は、次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ、イ又はロに定めるところによるもの

とする。

イ 更新組合員等であつた者が受ける退職年金又は減額退職年金のうち従前額保障

の規定の適用によりその額が定められたもの 当該年金は旧施行法第１１条又は

第１３条第３項の規定の適用によりその額が定められたものとみなして旧施行法

第１７条の２の規定を適用する。

ロ 更新組合員等であつた者が受ける退職年金又は減額退職年金のうち前号に掲げ

るもの以外の年金 当該年金は旧施行法第１１条の２の規定の適用によりその額

が定められたものとみなして旧施行法第１７条の２の規定を適用する。

この場合において、新法期間に係る額及び恩給公務員期間に係る額の区分につ

いては、なお従前の例によるものとする。

２ この条の規定による支給停止を行う場合においては、端数処理後の年金額にこの

条の規定及び経過措置政令第４４条において準用する経過措置政令第１７条の規定

により計算した率を乗じて得た額について１００円未満の端数がある場合には、１

００円単位に四捨五入した額を停止するものとする。

昭和６０年改正法附則第５２条関係

経過措置政令第５４条関係

公務による障害年金の受給権者が控除機関等の期間を有する者である場合におけ
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るこの条の規定により控除する金額を計算する場合においては、公務による障害年

金の額のうち昭和６０年改正法附則第４２条第１項に規定する俸給年額の１０／１

００（旧共済法の障害等級の１級に該当する者にあつては、３０／１００とし、旧

共済法の障害等級の２級に該当する者にあつては２０／１００とする。）に相当す

る額として加えられた部分並びに同項ただし書の規定による最低保障及び最高限度

の額については、控除の対象としないものとし、同項ただし書の規定による最低保

障及び最高限度の額については、当該控除後の額について適用されるものとする。

昭和６０年改正法附則第５５条関係

更新組合員等であつた者で昭和６０年改正法附則第４６条第１項第２号に掲げる

遺族年金を受ける者が妻、子又は孫以外の者であり、かつ、その者が施行日以後に

６０歳、７０歳又は８０歳に達した場合において、当該遺族年金に係る組合員であ

つた者が当該年齢に達したとしたならばその者が受ける権利を有していた退職年金

の額が昭和６０年改正法附則第５２条第４項の規定により改定されるべきものであ

るときは、その改定後の額の５０／１００に相当する額を昭和６０年改正法附則第

４６条第１項第２号に規定する退職年金の額の５０／１００に相当する額とみなし

て、当該遺族年金の額を改定するものとする。

昭和６０年改正法附則第６２条関係

１ この条の規定により返還すべき一時金の額を計算する場合において、組合員であ

つた者が二以上の一時金の支給を受けていた者であるときは、その一時金のそれぞ

れについてこの条第１項に規定する支給額等の計算を行うものとする。

なお、沖縄の共済法の規定による退職一時金については、１ドル３６０円で換算する

ものとする。

２ この条の規定により返還すべき金額を一時に又は分割して返還することを申し出

た者が受給権を有する年金がその支払が完了する前に消滅した場合においては、そ

の者に支払うべき年金の未払い金の範囲内において返還を求めるものとする。

３ この条の規定により返還すべき金額を年金から控除することを申し出た者が受給

権を有する年金がその支払が完了する前に消滅した場合においては、その者に支払

うべき年金の未払い金の二分の一に相当する額（経過措置政令第６５条第３項の規

定により従前の支給額が支給されることを希望する旨の申出をした者にあつては、

当該従前の支給額に相当する額を控除した額）の範囲内において当該返還すべき金

額を控除するものとする。

４ 返還すべき一時金については、返還が完了していないものであつても、当分の間

は、決算上の未収金として整理することを要しないものとする。

附 則

この通達は、昭和６１年４月１日から適用する。

備考 この通達における用語の定義については、別段の定めがあるものの他、経過措

置政令における用語の例によるものとする。


